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京田小いじめ防止基本方針 
 

◇ はじめに 

 

 子どもはかけがえのない存在であり、一人一人が「いのち」輝く人間として生きるこ

とが我々の願いである。学校においては、子どもたちに自他の「生命」の尊さと人間と

しての「生き方」をしっかりと教え、育てていく「いのち」の教育を大切に進めていく

必要がある。 

  

いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、これまでも、学校に

おいて、様々な取組が行われてきた。しかしながら、いじめを背景として、児童の生命

や心身に重大な危険が生じる事案が発生する可能性は、どこでも起こりうるという危機

意識を持ち、ことにあたらなければならない。 

 

 本校では、「いじめは、絶対に許さない」という大原則を、理由のいかんにかかわら

ず大切にしていく。そのためには、以下の５つの基本姿勢を明確にし、学校全体で連携

して取り組むことを宣言する。 

  

 

         いじめに対する基本姿勢 ５箇条 

 

1. 京田小学校は、「いじめ」を絶対に許しません。 

2. 京田小学校は、明るく楽しい学校づくりに努力し、「いじめ」を未然に防ぎま

す。 

3. 京田小学校は、「いじめ」の早期発見と問題解消に全力をあげます。 

4. 京田小学校は、「いじめられている子ども」を最後まで守り抜きます。 

5. 京田小学校は、全職員の全校体制で「いじめ」のない学校にしていきます。 

 

 

 

 このため、国において制定・策定された、いじめ防止対策推進法（平成２５年９月２８

日施行、以下、「法」という。）及びいじめ防止基本方針（平成２５年１０月１１日策定、

平成２９年３月改訂）、県において策定された、山形県いじめ防止基本方針（平成２６年

４月策定）を踏まえ、鶴岡市いじめ防止基本方針（平成３１年２月改訂）を基に、学校・

家庭・地域・行政がそれぞれの役割を果たすとともに、実効あるいじめ防止対策を進め、

いじめの問題を克服していくための方針をここに掲げるものである。 

 

（平成３１年３月） 
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Ⅰ いじめの問題に対する基本的な考え方 
 

 １ 目的  

いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒

が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、 学校の内外を問わず、い

じめが行われなくなるようにすることを目的として行われ なければならない。  

また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、い

じめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されな

い行為であり、人権侵害にあたる問題であることについて、児童生徒が十分に理解できるように

することを目的としなければならない。  

加えて、いじめの防止等の対策は、県、市町村、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携

の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならな い。  

このため、山形県いじめ防止基本方針（以下、「県基本方針」という）は、いじめの防止、早期

発見、いじめへの対処などについて、地域や家庭・関係機関間の連携等をより実効的に進めるた

め、以下についての取組を定める。  

①  地方公共団体や学校における組織体制 

②  いじめへの組織的な対応 

③  ネット上のいじめへの対応 

④  重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用 

⑤  点検・評価と不断の見直し  

 

２ 用語の定義 

（１）いじめの定義は、法第２条において次のとおり規定されており、これを踏まえて取り組

むものとする。 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児

童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等

が心身の苦痛を感じているものをいう。 

①個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、いじめられた児童の立場に立つこと

が重要である。この際、いじめには、多様な態様があることから、法の対象となるいじ

めに該当するか否かを判断するに当たり、行為の起こったときのいじめられた児童本人

や周辺の状況等を客観的に確認しながらも、本人がそれを否定する場合が多々あること

を踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなど、「心身の苦痛を感じてい

るもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。 

②「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、塾やスポーツクラブ等当該児童が関わ

っている仲間や集団（グループ）など、当該児童と何らかの人的関係を指す。 

③「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な

ことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。 

④「いじめ」からけんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめら

れた児童の感じる被害性に着目した見極めが必要である。 
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⑤いじめられた児童の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、好意から行っ

たことが意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったようなときなど、

その全てがいじめとしての指導を要する場合であるとは限らないことにも留意する。 

⑥例えばインターネット上で悪口を書かれた児童がいたが、当該児童がそのことを知らず

にいるような場合など、行為の対象となる児童本人が心身の苦痛を感じるに至っていな

いケースについても、加害行為を行った児童に対する指導等については「法」の趣旨を

踏まえた適切な対応が必要である。 

⑦いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、学校におけるいじめの防止等の対

策のための組織を活用して行う。 

⑧国の「いじめの防止等のための基本的な方針」に、具体的ないじめの態様として、次の

ようなものが示されている。 

ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

イ 仲間はずれ、集団による無視をされる 

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

オ 金品をたかられる 

カ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

キ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

ク パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷等の嫌なことをされるなど 

⑨「いじめ」の中には、犯罪行為として早期に警察に相談するものや、児童の生命、身体

又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものもあ

り、その場合には、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・

通報の上、警察と連携した対応を図ることが重要である。 

（２）「子ども」及び「児童」とは、本校に在籍する児童又は生徒をいう。 

（３）「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をいう。 

（４）「市民」とは、市内に居住する者又は市内に通勤、もしくは通学する者、また、市内にお

いて事業活動を行う個人及び団体等をいう。 

（５）「学校の設置者」とは、市立の学校においては鶴岡市をいう。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２３条において、地方公共団体が設置する学校の設置及び管理に関する

ことは、教育委員会において管理し、執行することとされている。 

（６）「関係機関等」とは、県教育機関（県教育委員会、教育事務所、県教育センター）、警

察、児童相談所、大学等の研究機関、その他児童のいじめの防止等の対応に関係する機関

及び団体をいう。 

 

 ３ 関係者の役割・基本姿勢 

  （１）学校及び学校の教職員の役割・基本姿勢 

①国の基本方針、山形県いじめ防止基本方針及び鶴岡市いじめ防止基本方針を参考にし

て、自らの学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な

方向や取組の内容等を、「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」とい

う。）として定めるものとする。 
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ア）学校基本方針を定めるにあたり、いじめの未然防止、早期対応、認知した場合の対

処、関係機関との連携等について、具体的に対応策を示すと同時に、いじめを原因と

する不登校の問題やインターネットやメールを介して起こる問題など、いじめに付随

して起こり得る問題の未然防止策や対応策についても検討するものとする。 

イ）いじめの当事者となり得る児童に対して、よりよい人間関係の在り方やいじめの根

絶に取り組む意識を構築するためにも、学校基本方針の策定に児童の考えや意志が反

映されるように努める。さらには、問題が発生した場合の解決に向けた対応や取組に

おいては、保護者を始め地域関係者からの協力を得ることが考えられるため、ＰＴＡ

組織や保護者会等の考えや意志を反映させた方針を策定することに努める。 

ウ）策定された学校基本方針は、定期的に、児童の実態やＰＴＡや学区民の意見をもと

に総点検を行い、改善を図るものとする。 

②わかる・できる授業や、一人一人を生かす教育活動の充実、さらには保護者、地域との

協力体制の構築を通して、だれもが安心して、豊かに生活できる学校づくりに努める。 

③いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの子どもにも起こりうることを強く意識

し、いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者、地域

や関係機関と連携し情報を共有しながら指導にあたる。 

④いじめを絶対に許さないこと、いじめられている子どもを守り抜くことを表明し、管理

職のリーダーシップのもと組織的に取り組む。 

⑤相談窓口を明示するとともに、児童に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施す

るなど、学校組織をあげて児童一人ひとりの状況の把握に努める。 

⑥教職員は、児童が主体となっていじめのない学校をつくろうとする意識を育むため、児

童が発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援する。 

⑦いじめの解決に向けて外部機関との連携が必要な場合には、警察、児童相談所等の関係

機関との連携を積極的に進める。 

  （２）保護者の役割・基本姿勢 

①常に子どもの心情に寄り添いながらその理解に努め、子どもが安心、安定して過ごせる

よう愛情をもって育む。 

②どの子供も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを意識し、いじめに加担しな

いよう指導に努め、また、日頃からいじめ被害など悩みがあった場合は、周囲の大人に

相談するよう働きかける。 

③いじめが許されない行為であることを十分認識し、いじめが許されないことや相手を尊

重することの大切さを子どもにしっかりと理解させるとともに、いじめの防止等の取組

を学校と連携して進める。 

④いじめを発見し、または、いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、関

係機関等に相談または通報する。 

  （３）子どもたちの役割・基本姿勢 

①自己の夢を達成するため、何事にも精一杯取り組むとともに、他者に対しては思いやり

の心をもち、自らが主体的にいじめのない関係づくりに努める。 

②周囲にいじめがあると思われるときは、当事者に声をかけることや、周囲の人に積極的

に相談することなどに努める。 
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 ４ いじめ問題等への組織的対応 

  【学校に置く「いじめ等の対策のための組織」】 

法第２２条と法第２８条に基づき、本校の複数の教職員等によって構成される「京田小

学校いじめ防止対策委員会」及び教育委員会と連携し構成される「京田小学校いじめ問題

対応委員会」を組織する。 

（１） 「京田小学校いじめ防止対策委員会」 

① 「いじめ防止対策委員会（１）：校内における実効的組織（日常的な関係者の会議）」 

      校内において、日頃からいじめの問題等、生徒指導上の課題に対応するための組織とし

て位置付ける組織 

      【構成員】 

校長、教頭、教務主任、◎生徒指導主任、養護教諭、教育相談担当教員、その他関

係教員と、場合によっては、地域民や保護者からなる外部関係者（ＰＴＡ代表 等）

を加えて組織する。外部関係者の人選は学校裁量とする。 

② 「いじめ防止対策委員会（２）：構成員全体の会議」 

  いじめ等の生徒指導上の課題について協議するために、学校の実情に応じて、「いじ

め防止対策委員会（１）」に、幅広く第三者機関等から委員を加えて組織する委員会 

【構成員】 

いじめ防止対策委員会（１）に加え、学校医、医師、ＳＣ、教育相談員、弁護士、

庄内児童相談所員、心理福祉専門家、警察署員等を加えた組織（学校の依頼に応じ

て、鶴岡市いじめ問題対応委員会より派遣。） 

     「いじめ防止対策委員会（１）（２）」の役割は、 

・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成の際に中核となる役割 

・いじめの相談・通報の窓口としての役割 

・いじめの疑いや問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割 

・いじめを察知した場合に、関係児童に対する事実関係を聴取する役割 

・指導や支援の体制・対応方針を決定する役割 

・保護者との連携等の対応を組織的に実施する役割 などが考えられる。 

また、当該組織は、学校基本方針の策定や見直し、各学校で定めた取組に係る達成目

標の設定と目標の達成状況の評価、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、

必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめ防止等の取組について、ＰＤＣＡサイ

クルで検証を担う役割を有し、またこれを教職員に示す。 

（２）「京田小学校いじめ問題対応委員会：重大事態発生時の対応委員会」 

学校において、校長又は教育委員会が、重大事態が発生したものと判断した場合に、問

題対応、調査に当たる組織として、学校及び教育委員会において設置するものである。 

学校対応委員会の組織については、「いじめ防止対策委員会①」の教職員等による構成

員に加え、学校と教育委員会が協議し、市対応委員会より人員の派遣を受け設置する。 

    「学校いじめ問題対応委員会」の役割は、教育委員会と連携し、 

ア）当該いじめ問題に対応するための組織設置及び関係機関との連携について協議する。 

イ）当該いじめ問題に係わる聴き取り及び調査を実施する。 

ウ）聴き取り及び調査の結果を集約し、当該児童及び保護者に対して情報を提供する。 
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 ５ 関係機関との連携 

  （１）教育委員会との連携 

①県教育センターによる支援 

いじめ事案への適切な対処のために、県教育センターが中心となって支援する体制を活

用する。 

※「２４時間いじめ相談ダイヤル」及び「メールによる相談」等の相談窓口の設置 

※市や学校で行う研修会等への講師（指導指導主事）の派遣  

  ②庄内教育事務所による支援 

庄内教育事務所に設置されている「いじめ解決支援チーム」を活用し、いじめの防止等

に係る活動を推進、かつ、解決が困難ないじめ事案への支援体制を活用する。 

※担当指導主事、青少年指導担当、エリアスクールソーシャルワーカーによる対応 

※必要に応じて弁護士やエリアスクールカウンセラー等の外部専門家の派遣 

③鶴岡市教育相談センターにおける教育相談員の配置 

学校や保護者からの発達障がいや不登校、いじめ問題等の相談を受付け、関係の学校及

び担当指導主事が連携し対応する。 

※個別検査の実施に関すること 

※不登校・不登校傾向の児童生徒の実態把握と対応に関すること 

※適応指導教室への入級や対応・支援に関すること 

※いじめ等の問題に関する相談対応 

④鶴岡市教育委員会学校教育課の指導主事による対応 

学校や保護者からの相談を受付け、関係の学校及び担当指導主事が連携し対応する。 

※関係機関との連携の調整（警察、児童相談所、鶴岡市子ども家庭支援センター等） 

※相談窓口の提供 

※いじめ対策等に関わる関係資料、情報の提供 

※研修会等への指導主事の派遣 

（２）警察、児童相談所、医療機関、法務局等との連携 

いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときや、児童の生命、身

体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは「学校・警察連絡制度」を活用し、

鶴岡警察署に報告する。 

いじめの問題への対応においては、例えば、いじめる児童生徒に対して必要な教育上の

指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合

などには、関係機関（警察、児童相談所、法務局等）との適切な連携が必要であり、学校

警察連絡協議会等を通じ、平素から、学校の設置者と関係機関の担当者の窓口交換や連絡

会議の開催など、情報共有体制を構築しておく。また、教育相談の実施に当たり必要に応

じて、医療機関などの専門機関との連携を図ったり、法務局など、学校以外の相談窓口に

ついても児童生徒へ適切に周知したりするなど、教育委員会や学校が関係機関と連携する 

  （３）学校相互間の連携協力体制の整備 

学校間において、いじめに係る事実の提供や情報収集をきめ細かく行うなど、接続する

小・中学校の連携の充実が図られるようにする。 
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Ⅱ いじめ防止等の基本的施策 
 

 １ 未然防止の取組 

  （１）児童理解に基づくきめ細かな教育の推進 

①児童理解の努力と工夫 

児童理解のために下記のことについて努力・工夫する。 

ア）日常的な会話や観察の他に、児童の気持ちの変化を捉えられるよう、学校組織とし

て定期的なアンケート調査、個人面談、生活記録や日記等の手法を取り入れていく。 

イ）児童一人一人の状態や学級・学校全体のようすを把握し、よりよい学級集団づくり

や学校づくりを進めるため、学校生活における意欲や満足度の調査を行うＱ－Ｕ検査

（６・１０月実施）の活用を図る。 

ウ）保護者や地域にいじめに関する情報を発信すると同時に、児童の気になる様子等に

ついて情報や相談をいただく窓口を周知し、学校外における児童の状況把握等に努め

る。 

エ）学校の設置者や、ＰＴＡ、地域等と連携し、学校ネットパトロールを実施し、児童

にも周知することでネット上のいじめの抑止力につなげる。 

オ）気になる児童の情報等については担任等が一人で抱え込むことなく、校長のリーダ

ーシップのもと、学校・学年など組織として対応できる体制を整える。 

カ）管理職をはじめ、教職員の「危機管理能力」を高める研修を通して、資質・能力を

高める。 

これらの努力・工夫により、個々の児童理解に基づいた適切な指導・支援を学校の教育

活動全体を通じて組織的に行うことで、児童一人一人が安全に安心して過ごせる学校づく

りを推進する。 

②個々の児童の人間関係を踏まえた児童理解と学級指導の充実 

日常の行動観察や生活記録、Ｑ－Ｕやアンケート調査等の結果から把握した児童の実態

を総合的に分析し、一人一人の気持ちの有り様をきめ細かく捉えていく。また、その背景

となることを理解するために必要な事柄を学校組織として共有し、適切な指導・支援に結

びつけることで、一人一人の心の安定、学級内の児童が安心して過ごせる学級づくりを推

進する。さらに、児童一人一人がお互いの良さを認め合い、互いに信頼しあって生活でき

る集団づくりやコミュニケーション能力の育成を、学校の教育活動全体を通じて行うこと

により、いじめの未然防止につなげることができる人間関係を構築していく。 

  （２）学校の教育活動全体を通じた道徳教育の推進 

児童の豊かな情操と道徳心を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人

格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築するための素地を養うことが、いじ

めの防止につながることを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の推

進を図る。 

校長のリーダーシップのもと、道徳教育推進体制を整備し、学校教育全体を通じた道徳

教育全体計画・道徳教育年間指導計画の活用と改善を推進していく。また、道徳教育の要

となる道徳の時間においては、「鶴岡市子ども像指導資料集」や「親子で楽しむ庄内論

語」、山形県道徳読み物資料集「いのちを見つめる」等を活用し、特に生命尊重や思いや

りの心を育み、望ましい人間関係を実現しようとする道徳的実践力を高めていく。 
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（３）学校・家庭・地域における「いのち」の教育の推進 

①系統的な「いのち」の教育の実践 

教育活動全体を通じて、「かけがえのない生命の尊さ」と「人と人のかかわり」や「自

らの生き方」の理解につながる教育活動を推進する。 

※参考：「『生命』の大切さを学ぶ教育プログラム」（平成２５年３月山形県教育委員

会） 

②家庭における「いのち」の教育の実践 

各家庭においては、親子の温かいかかわりを通じて「愛されている」「認められてい

る」等、児童の自尊感情を高めるとともに、身近な動植物とのふれあいから子どもの発達

段階に応じ、生命の尊さについて理解が進むよう働きかけていく。 

③地域における「いのち」の教育の実践 

各地域においては、各家庭・学校との連携・協働を推進し、様々な交流活動等の充実に

より、自他を尊重する思いやりの心を育てるとともに「人とかかわる楽しさ」や「人のた

めに役立つ喜び」を実感させる。また、各地域における子どもの見守り活動等を通じ、子

どもたちが安全に安心して生活できる地域づくりを各家庭・学校とともに推進していく。 

  （４）児童会の主体的な活動の推進 

児童のいじめに対する理解を深めるとともに、いじめの防止等に資する児童の自主的な

企画及び運営による活動を促進するようはたらきかけていく。 

児童会の活動において、身近な課題を解決する取り組みを推進し、挨拶や言葉遣い、時

間の遵守など、校内生活の決まりや心得の大切さを子どもたちが共有し高め合う集団づく

りに努め、児童の自己有用感や自己肯定感を育てる。 

  （５）教員等の資質能力の向上 

①生徒指導に関わる資質・能力の向上 

生徒指導の機能を生かし、自己存在感を与え、共感的人間関係を育成し、自己決定の場

を与え、自己の能力を引き出すことに留意した指導が望まれる。また、個々の児童への配

慮等、深い児童理解に基づく指導・支援等を行う。その中で、児童達の人間関係を慎重に

見抜く危機意識、いじめに気づく洞察力を高め、いじめを的確に解消していくための指導

の在り方や、いじめの未然防止に向けた学級経営等について自己研修を図るとともに、校

内外における研修機会等を設定し、教職員の資質向上に取り組む。 

②特別支援教育、生徒指導に係る研修会や講座の実施 

小中学校の通常学級に在籍し、学習障がいや注意欠陥多動性障がい、あるいは自閉症ス

ペクトラム障がいが疑われる児童生徒の割合が年々増加の傾向にある。こうした障がいの

特性により、人間関係の構築の困難さやこだわりの強さなどによるトラブルが発生する場

合がある。それが、いじめなどの問題の原因となり集団や対人に対する不適応や不登校等

の問題に発展することが心配される。こうした状況にあって、児童生徒に対する適切な対

応や支援・指導が必要であり、それに応じた教員の資質・能力の向上が求められている。 

市教育委員会では、高い専門性を持ち、障がいの特性に応じた対応ができる人材を育成

するため、各校の特別支援教育コーディネーターの他に、管理職、学級担任等の多くの教

員が受講できる講座や研修会を実施しており、教職員は以下の研修会に積極的に参加し、

資質向上に努めることも肝要である。 
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  （６）ＰＴＡ組織を生かした取組の推進 

① 学校・家庭・地域の連携の推進 

学校・家庭・地域のそれぞれに関わるＰＴＡは、家庭内はもとより、地域において児童生 

徒の健全育成のための関係団体の中核となり、きめ細かく児童生徒を見守ることができる立 

場にある。  

また、保護者同士のネットワークを活用していじめに関する情報の収集に努め、得られた 

情報は速やかに学校に伝達するなど、保護者と学校が情報を共有しながらいじめ防止に努め 

ていく。 

② 家庭教育での取組 

保護者は子の教育について第一義的な責任を有するものであり、家庭教育の中で児童生 

徒の規範意識を養い、いじめは決して許されないことであることを児童生徒の意識に植え付

ける必要がある。  

ＰＴＡ組織を通して、教育の原点である家庭教育についての保護者の意識啓発を図ると 

ともに研修機会を充実させていく。 
 

 ２ 早期発見の取組 

  （１）早期発見のための基本的な考え方 

教職員は普段より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深めておく

ことが必要であり、また、学校における組織的な対応を可能とするような体制を事前に整

備しておくことが大切である。 

    ①見えるいじめを見逃さない努力と工夫 

いじめには遊びやふざけあいを装って、言葉による攻撃や軽くたたいたり蹴ったりなど

の暴言・暴力等を伴って行われる比較的目に見えやすいいじめがある。こういった目に見

えるいじめ、もしくはいじめの芽と思われる行為を発見した場合、その場でその行為をや

めさせる。さらにいじめられている児童の話をよく聴くことが重要である。その際、いじ

められている側の児童は、加害側の児童との人間関係により、いじめられていることを否

定することもあることを忘れてはならない。加害児童とのこれまでの人間関係を洗い出

し、被害児童の心情に寄り添って傾聴していくことが重要である。 

    ②見えにくいいじめに気づく努力と工夫 

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、インターネット上で行われた

りするなど、大人が気づきにくい形で行われることを認識する。いじめられている児童の

発するサインがたとえ小さくても、いじめではないかとの疑いを持って、いじめられた児

童の心に寄り添いながら声をかけ、児童の人間関係をつぶさに把握しながら積極的に確認

していく。 

また、教職員は早い段階から複数で関わり、いじめと疑われる行為を見て見ぬふりをし

て軽視することは絶対にあってはならない。 

  （２）いじめの早期発見のための対応と取組 

いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こり得る問題という姿勢を大切にする。 

○校内生徒指導体制・教育相談体制の再点検 

いじめの早期発見・早期対応を実現するために、実情に応じた適切な点検項目に基づ

く定期的な点検を実施し、点検結果を踏まえた取組の充実と改善を図る。 
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・「いじめ問題への取組点検表」（県教育委員会）による点検の実施 

・「いじめ問題への取組の徹底について」 

○実態把握のためのアンケート等の実施 

・県教育委員会から示されている様式による年２回（６月頃・１１月頃）の実施 

・生徒指導定期調査 第１期（７月）、２期（１２月）の報告に結果を反映 

・「学校生活アンケート」や「友達アンケート」の実施 

○いじめ発見のチェックリストの活用と個別相談の実施 

・県様式や市様式等を参考にして、教職員用と保護者用を作成し配布(アンケートと併 

 用しながら意図的・計画的に実態把握を実施 

      ・教育相談日を設け、小さな悩みを拾い上げる計画的なシステムを作っておく。 

○管理職による校内巡視の活用 

  （３）早期発見のための具体的な組織的対応の推進 

    ①学校教職員の情報ネットワークの強化 

いじめを発見した際には、その情報をいじめの防止に関わる校内組織に報告し、全教職

員で情報を共有するなどいじめ情報ネットワークを構築していくことが重要である。こう

することで、いじめに関わる児童の言動を複数の教職員の目で確認し、未然防止や早期発

見につなげていく。また、いじめ発見のチェックリスト等を活用し、児童や学級の状況把

握に努める。気になる状況については担任等が一人で抱え込むことなく、校内組織に必ず

報告・相談することで、組織的な対応を行う。 

    ②学校・家庭・地域の情報ネットワークづくり 

発見したいじめについては、学校から家庭にも連絡し、校内における対応を伝えた上

で、各家庭からも指導に協力していただくよう努めていく。 

学校においては、定期的に校内のいじめに関する状況等の情報を家庭や地域に知らせて

いくことに加え、家庭用のチェックリストを作成し配布したり、いじめに関するアンケー

トを保護者対象に行ったりして、家庭と連携して児童を見守り、いじめの早期発見に向け

たネットワークづくりを行っていく。 

    ③児童や保護者が相談しやすい環境づくり 

ア）生活の記録等の活用 

生活の記録や個人ノート等、教職員と児童の間で日常から行われている日記等を活用

し、交友関係や悩みを把握したり、複数の教職員により、休み時間や放課後の雑談の中

などで児童の様子に目を配ったりする。併せて、個人面談や家庭訪問の機会を活用し、

児童が日頃から相談しやすい環境づくりに努める。 

また、様々な方法で児童の気持ちや思いを聞き出し、指導・支援する際に教員の思い

や考えを受け入れてもらえるように、児童と教職員との間で、常日頃からの信頼関係の

構築と指導体制・相談体制の充実を図る。 

イ）定期的ないじめの実態を把握するアンケートの実施 

定期的ないじめ実態を把握するアンケートなどにより、児童の声に出せない声を積極

的に拾い上げる機会を設定する。アンケートの実施にあたっては、児童が周りの児童の

様子を気にせずに記入できるよう、質問内容を工夫し、無記名式とするなどの配慮を行

う。また、アンケート調査により短期的ないじめに関する学級内の実態や推移を把握し
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た上で、個別面談等により事実関係をさらに詳しく聴き取っていく。 

ウ）相談窓口の設置と周知 

児童及びその保護者に、学校の相談窓口の他、県教育委員会の相談ダイヤル・メール

相談窓口、鶴岡市教育委員会や鶴岡市教育相談センターの相談窓口等、いつでも誰でも

相談できる体制があることを周知し、一人で悩まず声に出していくことが大切であるこ

とを啓発していく。 
 

 ３ いじめ発生の場合の適切な対応 

○学校における基本的対応 

・いじめの発見・通報を受けたときには、特定の教職員が抱え込まず、速やかに組織を活

用し、全教職員の共通理解の下、組織的に対応することが必要である。 

・被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては、当該児童の人格の成長に主眼を置

き、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導することが大切である。 

・学校は教育委員会に報告するとともに、事案の内容によっては、児童相談所や警察等の

関係機関とも連携の上対処することが必要である。 

  （１）いじめ対応の基本的な流れ 

いじめの認知に向け日頃からアンケート調査・個別面談等により正確な実態把握に努め

る。いじめを認知した場合、躊躇なく校内におけるいじめ防止等に係る組織に報告し、校長

のリーダーシップのもと、組織的に事案の対応にあたる。また、校長は事実確認の結果につ

いて、責任を持って教育委員会に報告するとともに、被害・加害児童の保護者に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「いじめの防止等のための対策組織」を招集 
○いじめられた児童を徹底して守る。 
○見守る体制を整備する。 

（登下校、休み時間、清掃時間、放課後等） 

いじめの認知 

○当事者、周りの児童から聴き取り、記録する。 
○個別に聴取する。 
○関係教職員と情報を共有し正確に把握する。 
○ひとつの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する。 

正確な実態把握 

◆児童への支援・指導 
○いじめられた児童を保護し、心配や不安を取り除く。 
○いじめた児童に、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導
を十分に行う中で、いじめは許されない行為であることを
意識させる。 

◆保護者との連携 
○直接会って、具体的な対策を話す。 
○協力を求め、今後の学校との連携方法を話し合う。 

 
児童への指導・支援 
保護者との連携 

○継続的に指導や支援を行う。 
○カウンセラー等の活用も含め心のケアにあたる。 
○心の教育の充実を図り誰もが大切にされる学級経営を行う。 

今後の対応 

○指導のねらいを明確にする。 
○全教職員の共通理解を図る。 
○対応する教職員の役割分担を考える。 
○教育委員会、関係機関との連携を図る。 

指導体制・方針 
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  （２）いじめ発見時の緊急対応 

発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱えこまず、速やかに校内のいじめ防止等

の対策のための組織に報告し、組織的に対応する。いじめ防止等の対策のための組織におい

ては、いじめを受けている児童やいじめを知らせてきた児童を守りぬくことを第一としつ

つ、速やかにいじめの正確な事実確認を行い、情報を共有するとともに、校長のリーダーシ

ップのもと、指導体制や指導方針を決定する。 

なお、いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う際、いじめられている児童にも責任

があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝え

る等、いじめられた児童の自尊感情を損なわないよう留意する。また、児童の個人情報の取

扱い等、プライバシーにも十分に留意して以後の対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）いじめと認知した場合の対応 

    ①被害児童及びその保護者への対応 

ア）いじめを認知した際の対応 

いじめを認知した際には、家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者へ事実関

係を伝える。いじめられた児童やその保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守

ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて複数の教職員

の協力のもと、当該児童の見守りを行う等、いじめられた児童生徒の安全を確保する。 

イ）いじめられた児童への対応 

いじめられた児童にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域の人等）

と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童が安心

して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童を別室

において指導する等、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図

る。さらに、状況に応じて、スクールカウンセラー等の心理や福祉等の専門家、教員・

警察官経験者など外部専門家の協力を得る。 

ウ）いじめられた児童の保護者への対応 

事態の発生により保護者の心情は複雑となり、様々な悩みや願いをお持ちのことと推

測される。学校では、対応する教員を選任し、迅速に把握している限りの事実関係を丁

寧に説明する。訴えや疑問に真摯に対応し、保護者に誤解を与えることのないように十

分対応に気をつける。また、事実把握が進んでおらず回答できないことは後日誠実に説

明することを約束し、学校側の指導についてはっきりと落ち度があれば直ぐに謝罪する

ことを、伝えることを忘れない。特に、子どもが安心して学校に登校できるように努力

していくことを約束する。 

 

 

 

 

 

 

 

正確な事実関係を迅速に把握するために、複数の教職員で連携して対応する。 

 

◆誰が誰をいじめているのか？【被害者と加害者の確認・人数等】 

◆いつどこで起こったのか？【時間と場所の確認】 

◆どんな内容のいじめか？どんな被害を受けたのか？【態様と内容】 

◆いじめのきっかけは何か？【背景と要因】 

◆いつ頃から？どのくらい続いているのか？【期間】 

把握すべき情報 要注意 

児童の個人 

情報はその 

取扱に十分 

注意！ 
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エ）自殺につながる可能性がある場合の対応 

児童生徒が自殺をほのめかすなど、自殺につながる可能性がある場合、「TALKの原

則」（Tell：心配していることを伝える、Ask：自殺願望について尋ねる、Listen：気持ち

を傾聴する、Keep safe：安全の確保）に基づき、「絆の回復」「薬物療法」「心理療

法」の３つの柱で、チーム対応による長期のケアを行う。いじめが解決した後もきめ細

かく経過観察を行い、関係する児童への対応をていねいに行うなどして、いじめの再発

防止に努める。 

    ②加害児童及びその保護者への対応 

ア）いじめを認知した際の対応 

いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認され

た場合、いじめた児童に対しては、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。そ

の際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童

生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。 

また、いじめた児童に対しては、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等

の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得るなど、組織的にいじめをや

めさせ、その再発を防止する。さらに、事実関係を確認したら迅速に保護者に連絡し、

事実に対する保護者の理解や納得を得たうえ、学校と保護者が連携して以後の対応を適

切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

イ）いじめた児童への対応 

いじめた児童への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、心身又は財産を

脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の不適切さや責任を自覚させる。なお、

いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、

健全な人格の発達に配慮する。児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留

意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与

えないよう一定の教育的配慮のもと、特別の指導計画による指導のほか、警察との連携

による措置も含め、毅然とした対応をする。 

教育上必要があると認めるときは、学校教育法第１１条の規定に基づき、適切に、児

童に対して懲戒を加えることも検討する。ただし、いじめには様々な要因があることに

鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的な

配慮を十分にし、いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むこ

とができるよう成長を促す目的で行う。また、状況に応じて、学校教育法第３５条の規

定に基づき、出席停止制度の活用について教育委員会と協議する。 

ウ）いじめた児童の保護者への対応 

 保護者の姿勢を責めることは、同時に保護者から学校の姿勢を問われることになり、

解決の端緒とはならない。基本は、家庭と学校が連携して、同様な事例が発生しないよ

うな方策を探ることである。学校では、対応する教員を複数選任し、共感的な態度で把

握した事実関係を説明し、保護者からも児童の様子などについて傾聴する。保護者が、

過度な罪悪感を持ち、孤立してしまうことのないように配慮する。 

 どうしても、自分の子どもを擁護し、相手の非にのみこだわる場合は、いじめられて

いる子どもの困難な状況を説明し、「学校ではいじめを許さず、その状況を解決し、子
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ども守る姿勢を貫くこと。」を繰り返し説明して理解を図る。 

    ③集団へのはたらきかけ 

     ア）児童に対する指導 

いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。「いじめは命や居

場所を脅かすものであり、いじめられた側も、いじめた側も、その双方の家庭をも不幸

せにするものであり、人間として絶対に許されないものである」という認識を一人一人

の児童に徹底して指導する。たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに

知らせることが必要であることを理解させ、いじめを傍観することは、いじめを助長す

ることになり、許されない行為であるという自覚を促す。また、はやしたてるなど同調

していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させ

る。なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶

しようという態度を行き渡らせるように指導する。 

イ）保護者に対する啓発指導 

場合によっては、ＰＴＡ役員、教育委員会等との連携を図り、保護者への説明を行

う。その際、個人情報の取扱いに留意しつつ、事案の概要や今後の学校の対応方針等を

説明し協力を求める。 

    ④継続した指導体制の確立 

いじめの解決とは、いじめた児童によるいじめられた児童に対する謝罪のみで終わるも

のではなく、いじめられた児童生徒といじめた児童生徒をはじめとする他の児童との関係

の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい学校生活や学級活動

を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。 

このため、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織において、いじめの解決に

向けた指導方針や指導体制を確認し、全ての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、

認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努める。 

 

Ⅲ ネット上のいじめへの対応 
 

 １ ネット上のいじめの未然防止 

  （１）情報モラル指導の徹底と教員の指導力の向上 

①教科活動等における児童に対する指導の充実 

児童の発達段階に応じた教科、特別活動、総合的な学習の時間等を活用しての情報モラ

ル教育の充実に向け、学校体制による意図的、計画的な指導を行う。また、ＧＩＧＡスク

ール構想におけるタブレットパソコン使用にあたってのルール遵守の徹底を図る。 

③ 児童及び保護者に対する啓発 

児童は、毎年４年生が外部講師を招聘した情報モラル学習会で、不適切なネットの使い

方を学ぶ。また、保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に

対処することができるよう、外部の「インターネットの不適切な使用による危険性」につ

いて理解を深めるための研修会等を実施し、啓発を図る。 

④ 教員の指導力の向上 

教員が、インターネット上のいじめの現状などの理解を深めるとともに、トラブルが発

生した場合の対応を迅速、確実に行うことができるようにするために、警察署や庄内教育
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事務所の青少年指導員、教育委員会の指導主事等により、啓発や研修会等を行う。 

  （２）家庭・地域、ＰＴＡとの連携 

①学校における取組と連携 

保護者会や地域懇談会等の機会を捉えて、校内における情報モラルに関する指導状況や

児童のインターネット利用状況等について、家庭・地域に情報提供を行い、学校と連携し

てネット上のいじめの未然防止と、早期発見・早期対応に向けた情報共有や相談活動への

協力を求めていく。 

②家庭の取組と連携 

各家庭においては、子どものインターネット利用状況を把握し、ニュースや新聞記事等

からネット上のいじめやインターネットの利用について話題にするなど、日頃から子ども

と話し合う機会を設けるよう努めていく。また、子どもの発達段階に応じてインターネッ

トの利用に関して家庭におけるルールづくりを行うと同時に、携帯電話やゲーム機等にフ

ィルタリングをかけ、制限していくこと等についてもよく話し合う。このようなペアレン

タルコントロールにより、児童生徒がネット上のいじめにおいて被害者にも加害者にもな

らないよう努めていく。 

◆ペアレンタルコントロール 

悪影響を及ぼす恐れがある映像ソフト・ゲームソフト・ウエブサイトなどを、子ども

が閲覧・利用できないよう、保護者が行う制限。またその機能及びそのような機能を提

供するサービスのこと。携帯電話の利用制限を含むこともある。「パレンタルコントロ

ール」「ペアレンタルロック」「パレンタルロック」ともいう。 

◆ペアレンタルコントロールの例 

ⅰ）家庭内で情報通信機器利用の約束を決める。 

ⅱ）保護者による継続的な見守りを行う。 

ⅲ）危険性の教育を行う。 

ⅳ）フィルタリングの設定を行う。 

ⅴ）表情を見ながらの対話を重視することなどを教える。 

上記ⅰ）～ⅴ）等により、子どもの発達段階に応じて、情報社会との関わり方を順序立

てて教えていく。 

⑤ ＰＴＡの取組と連携 

ＰＴＡにおいては、研修会のテーマにネット上のいじめに関することを取り上げた

り、学級・学年懇談会において話題にしたり、アンケートを行い広報紙により啓発す

る等の活動を通じて、ネット上のいじめの未然防止に向けた活動を推進していく。 
 

 ２ 早期発見・早期対応 

  （１）早期発見への取組 

    ①「ネット上のいじめ」のサインをキャッチするポイント 

ネット上のいじめも、現実の人間関係が強く反映されている場合が多くある。従って、

現実での人間関係をしっかり把握することがネット上のいじめの発見にもつながる。この

ため、トラブルに巻き込まれた児童が見せる小さな変化やサインを見逃さず、児童の心に

寄り添いながら声をかけ、いじめの芽に気づく努力が必要である。 

常日頃からの児童理解と行動観察による情報の蓄積に加え、いじめ発見のチェックリス
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トやアンケート調査・個別面談等により実態把握に努める。 

    ②「ネット上のいじめ」についての相談体制の整備 

ネット上のいじめはもともとその把握が難しいものであるため、被害を受けている本人

が気づかないところで進行する場合もある。このため、インターネットを利用している児

童が、自分自身もしくは身近な友達へのネット上のいじめを発見した際、どのように対応

すればよいかを含め、相談しやすい関係や体制を日頃から築いておくと同時に、学校の相

談窓口以外に、県や市の関係機関の窓口や相談ダイヤル等を周知しておくことが必要であ

る。 

    ③学校・家庭・地域、ＰＴＡによるネットパトロールの実施 

早期発見の観点から、学校の設置者及び学校、ＰＴＡ、地域等が連携し学校ネットパト

ロール等を実施することにより、ネット上のトラブルの早期発見に努めることも有効であ

る。 

また、保護者によるネットパトロールへの協力などにより、気になる情報については学

校と共有しながら即座に対応する体制を整備することも重要である。インターネット上

で、児童のいじめにつながる恐れのある書き込みが認められた場合は、情報を組織的に共

有するとともに、積極的に関係機関の指導、助言を受けながら対応する。 

◆ネットパトロール 

学校非公式サイトやブログ、プロフ等に、誹謗・中傷の書き込みが行われ、ネット上の

いじめ等が起こっていないか、チェックすることを「ネットパトロール」と呼ぶ。 

◆ネットパトロールの具体的な方法 

ⅰ）google やyahoo などの検索エンジンを利用し、「学校名（略称などもある）」「地

域」「掲示板」などのキーワードを組み合わせて検索する。 

ⅱ）無料掲示板やＳＮＳなどで学校別掲示板を探す。 

ⅲ）非公式掲示板検索サイト（学校裏サイトチェッカー等）を利用する。 

ⅳ）検索によりヒットしたサイトのリンク先をさらに同様の方法で検索する。 等 

④その他 

児童が悩みを抱え込まないよう、法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談

の受付など、関係機関の取組についても周知を図る。パスワード付きサイトやＳＮＳ、携

帯電話・スマートフォン等のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触

れにくく、発見しにくい。このため校内における情報モラル教育を進めるとともに、保護

者にも学年・学級懇談会、学校だより等で積極的に理解を求めていく。 

 

  （２）早期対応への取組 

インターネット上の不適切な書き込みや画像・動画の掲載等については、被害の拡大を

避けるため、迅速かつ徹底的に削除する措置をとる。特に名誉毀損やプライバシー侵害等

があった場合、管理者やプロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じ

る。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局に協力を求める。 

なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警

察署に通報し、適切な援助を求める。 

    ①掲示板への不適切な書き込みや画像・動画の掲載への対応 
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ア）ネット上のいじめの発見、児童生徒・保護者等からの相談 

学校がネット上のいじめの事案を把握するのは、児童や保護者からの相談である事例

が多く見られる。また、児童の様子の変化から、事案を把握することになった事例もあ

る。学校では児童が出すいじめの芽を見逃さずネット上のいじめに対応していく。 

イ）書き込み内容や掲載内容の確認 

誹謗中傷等の書き込みや画像・動画等の掲載についての相談が児童や保護者等からあ

った場合、その内容を確認する。その際には、書き込みや掲載のあった掲示板のＵＲ

Ｌ、不適切なメール等を記録するとともに、書き込みや掲載内容をプリントアウトする

などして、内容を保存するようにする。携帯電話での誹謗中傷の場合は、プリントアウ

トが困難なため、デジタルカメラで撮影するなどして内容を保存する。 

◆確認する内容（いじめられた本人や保護者から） 

「いつ頃」「誰が」「どのような内容のメールを」「何回くらい」 

「それに対してどのような行動をしたか」 

ウ）掲示板等の管理者への削除依頼 

メールにより、掲示板等の管理者へ削除依頼を行う。なお、削除依頼の方法は、それ

ぞれの掲示板等によって異なるので、事前に「利用規約」等に書かれている削除依頼方

法を確認する。削除依頼を行う場合は、個人のパソコンやメールアドレスは使わず、学

校等のパソコンやメールアドレスから行うことが適当である。また、削除依頼を行うメ

ールについて、個人の所属・氏名などを記載する必要はない。掲示板等の管理者に、個

人情報を悪用されることなどがないよう注意する。 

エ）掲示板等のプロバイダへの削除依頼 

掲示板等の管理者に削除依頼しても削除されない場合や、管理者の連絡先が不明な場

合などは、プロバイダ（掲示板サービス提供会社等）へ削除依頼を行う。 

オ）削除依頼しても削除されない場合 

管理者やプロバイダへの削除依頼をしても削除されない場合には、削除が必要なＵＲ

Ｌや書き込みＮｏ．などの記載がなかったために、削除されないことがあるので、送信

した削除依頼メールに不備がなかったか内容を確認する。不備があった場合には、必要

な情報を追加し、削除依頼メールを再送する。それでも削除されない場合は、警察署や

法務局に相談するなどして、対応方法を検討する。 

②警察との連携 

ネット上のいじめの問題に対し適切に対応していくため、市教育委員会等が中心となっ

て、各地域の状況に応じ、学校警察連絡制度を有効に活用し対応する。 

③法務局との連携 

法務省の人権擁護機関である全国の法務局では、インターネット上の掲示板等にプライ

バシー侵害に当たる悪質な書き込みがなされたとして被害者等から相談を受けた場合、掲

示板等を管理するプロバイダ等に対して、削除を依頼する方法や発信者情報の開示を請求

する方法など、事案に応じた適切な助言を行っているほか、被害者自ら被害の回復予防を

図ることが困難であるような場合は、表現の自由に配慮しつつ、法務局からプロバイダ等

に対して削除要請を行っている。学校だけの対応では解決できない場合などは、法務局に

相談して対応する。 
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④児童への指導のポイント 

児童がネット上のいじめの被害者や加害者とならないために、次のポイントを踏まえ、

児童に対して指導を行う。 

ア）掲示板やメール等を用いて誹謗中傷の書き込みを行ったり、他人の個人情報や画像

等を勝手に掲載したりすることは、法律に違反する行為（刑法第２３０条「名誉毀

損」、第２３１条「侮辱」など）であり、決して許される行為ではないこと。 

イ）掲示板等への書き込みなどは、匿名で行うことができるが、調べれば書き込みや画

像・動画の掲載を行った個人は特定されること。書き込み等が悪質な場合などは、犯

罪となり、警察に検挙される場合もあること。また、掲示板等への書き込みが原因

で、傷害や殺人などの重大犯罪につながる場合もあること。 

ウ）掲示板やメール等を含め、インターネットを利用する際には、利用のマナーがあ

り、それらをしっかりと守ることにより、自らもインターネットのリスクを回避する

ことにつながること。 

    ③チェーンメール等への対応 

一般的に、同じ内容を不特定多数の人に転送するよう求めるメールを、チェーンメール

という。ネット上のいじめに分類される誹謗中傷に関するもの以外にも、様々な内容のも

のがある。メール中に、「このメールを○○人に転送してください」というような内容が

書かれているものは、すべてチェーンメールである。 

児童には、以下のような内容を踏まえ、チェーンメールが送られてきても削除して構わ

ないことを指導する。 

ア）携帯電話やパソコンからのメールは、誰に転送したかもしくは転送しなかったかに

ついて、第三者が知ることは通常の方法ではできない。 

イ）チェーンメールの内容は架空の内容であり、チェーンメールを転送しないことで、

不幸になったり、危害を加えられたりすることはない。 

ウ）チェーンメールを転送すると、受け取った人は迷惑し、友人関係を損ねる可能性も

あるので、絶対に転送しないこと。また、チェーンメールの内容に、特定の個人を誹

謗中傷する内容が含まれているものを転送した場合、自分自身もネット上のいじめの

加害者となる。 

エ）チェーンメールを送ってきた人に対して、抗議のメールを送るなどの行動は、トラ

ブルの原因にもなるため、行わないようにする。 

オ）チェーンメールに書かれている電話番号やメールアドレス等は、メールの内容とは

無関係であり、こちらから連絡しない。 

カ）チェーンメールに書かれているウェブサイトのアドレスにはアクセスしないこと。

出会い系サイトやアダルト系サイトなど大変危険なサイトにつながる場合がある。 

◆チェーンメール転送先 

チェーンメールについて不安が解消できない児童生徒には、チェーンメールの転送先

を紹介することもできる。（財）日本データ通信協会迷惑メール相談センター等におい

て、チェーンメールの転送先のアドレスを紹介している。 

http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/index.html 
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Ⅳ 重大事態への対応 

（１）重大事態の定義 

①いじめにより児童（生徒）等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認められる場合 

②いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する（年間３０日を目安とし、一定期間連続

して欠席している場合も含む）ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合 

（３）重大事態への対処   

①重大事態が発生したと判断した場合は、教育委員会に速やかに報告する。   

②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。   

③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸

機関との適切に連携する。 

④調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童や保護者に説明する

等の措置を行う。 

    ⑤上記調査結果については、いじめを受けた児童及び保護者に対し、事実関係その他の必要

な情報を適切に提供する。 

    ⑥情報の共有及び提供にあたっては、他の児童（生徒）のプライバシー保護に配慮するなど

関係者の個人情報に十分配慮する。 

  ⑦保護者からの申し立てがあった場合には、重大事態が発生したものとして報告・調査等

にあたる。 

 

Ⅴ 教育相談体制と生徒指導の整備 

（１） 教育相談体制と活動計画 

① 教育相談体制 

・複数の目で児童理解に努め、全職員の共通理解の下、支援体制を組んで指導に当たる。 

・保護者向けに定期的に教育相談のお知らせを配布し、相談しやすい雰囲気を作る。 

・いじめ調査や友達調査とＱ－Ｕ検査を通して児童の声に耳を傾けるとともに、休み時間の 

様子を観察して交友関係を探る。 

・アンテナを高くし、問題が初期のうちに対処できる体制を組む。 

② 活動計画 

    【教育相談全体研修会】 

・期日   第１回全体研修会  ４月 児童理解 

      第２回全体研修会  ５月 児童理解２ 

      第３回全体研修会  ７月 Ｑ－Ｕ研修 

      第４回全体研修会  １月 Ｑ－Ｕ研修 

  ・内容  配慮を要する児童についての共通理解・情報交換等 

（特別支援、不登校傾向、問題行動等） 

③ 学期ごとの教育相談 

・特別支援委員会またはいじめ対策委員会で、ケース会議を開き、対応を協議する。 

・配慮を要する児童について、職員会議で共通理解を図る。 
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・必要に応じて関係諸機関（児童相談所・教育相談員・医療機関等）との連携を図る。 

・配慮を要する児童については、個人カルテや個別の指導計画を作成し、それをもとにそ

の成果や課題などを特別支援委員会で話し合い、支援方法の見直しを行う。 

④ 家庭に向けた教育相談の呼びかけ 

     ・学期に複数回、家庭に向けて教育相談のお知らせを配布し、家庭で困っている子育ての悩 

      みや相談したいことがらに対応する。 

⑤年間計画 

 情報収集・共通理解 未然防止・早期発見の取組 保護者・地域との連携 

４ 

月 

・特別支援教育研修会① 

・巡回相談（市教委） 

 

 

・授業参観、学級懇談会 

・家庭訪問 

５ 

月 

 

・特別支援教育研修会② 

・小中連絡会（中学校） 

・幼保小連絡会 

 

■生活アンケート 

（生き方部）① 

・子どものサイン発見チェ

ックリスト（生き方部） 

・町子ども会、町懇談会 

・民生児童委員懇談会① 

 

 

６ 

月 

 ■Q-Uテスト実施と分析 

☆実態把握アンケート① 

・教育相談① 

 

７ 

月 

・特別支援教育研修会③ 

・教育評価会議① 

 ・町子ども会、町懇談会 

・教育相談② 

８ 

月 

・夏季研修講座（市教委） 

・校内就学指導委員会① 

 

 

 

 

９ 

月 

 

・特別支援校内委員会 

（就学持検診を受けて） 

 

 

■生活アンケート 

（生き方部）② 

・子どものサイン発見チェ

ックリスト（生き方部） 

・前期保護者会 

 

10 

月 

 

・校内就学指導委員会② 

 

 

■インターネット使用状況

調査（市教委） 

■保護者アンケート 

（教育評価） 

※いじめ項目を含む 

11 

月 

 ☆実態把握アンケート② ・教育相談③ 

12 

月 

 ■Q-Uテスト実施と分析② ・授業参観、教育講演会 

・町子ども会、町懇談会 

１ 

月 

・教育評価会議② 

・特別支援教育研修会④ 

 ・民生児童委員懇談会② 

・教育相談④ 

２ 

月 

・幼保小連絡会② ■生活アンケート 

（生き方部）③ 

・京田小の教育を語る会 

・新入学児保護者説明会 

３ 

月 

・小中連絡会（中学校）  ・後期保護者会 

・町子ども会、町懇談会 
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（２） 生徒指導体制と活動 

① 生徒指導のねらい 

○生徒指導は学校全体で取り組むものであり、「生徒指導部」を中心として行われるもので

ある。 

・校内生活を通して、一人一人の児童が学校生活全般にわたって、個人及び集団生活を充実 

させるために、基本的な生活態度づくりと習慣化を図る。 

・校外における事故を未然に防止し、安全で快適な生活ができるようにする。 

・地域における児童の実態を把握し、適切な指導を加えるとともに、問題行動の早期発見・ 

適切な処置にあたる。 

② 校内生活について 

    ・校内生活における基本的な生活習慣の定着を図る。 

  ・けじめのある明るい学校生活になるように、児童会を中核として、学校内の問題を自分た

ちの問題としてとらえさせる。 

    ・一人一人の児童の実態を十分に把握し、適切な指導をするとともに、問題行動の未然防止

に努める。 

    ・協調性・思いやりの心を育てるために、道徳・学級活動・縦割り活動を大切にしていく。 

③ 校外生活について 

    ・命を大切にし、事故防止に努める。 

    ・ＰＴＡ育成部と連携し、危険箇所マップの更新と活用 

    ・ＰＴＡのヘルメット着用推進運動と連動した、交通安全指導。 

    ・不審者、変質者による事故防止……一人では帰らない・寄り道しない・家の人に行先や帰

宅時刻を伝える・もし遭遇した場合は、近くの「こども１１０番」か近隣の家に避難する。 

④ 問題行動防止に努める。 

    ・出かける時は必ず家の人に、行き先・目的・帰宅時刻を知らせる。 

    ・危険箇所マップを活用し、通学路や学区内の危険箇所について知らせる。 

    ・長期休業の前に望ましい生活の仕方のプリントを作成し、事前指導を徹底する。 

    ・問題を早期に発見し、保護者と連絡をとりながら、事故を未然に防ぐようにする。 

 

Ⅵ 校内研修 

（１） 児童理解と研修 

子どものことを複数の教職員で見守る体制を作るために、年度当初子どものことについ

て共通理解する研修会を実施する。学年での活動や登校班や清掃等の異学年での児童が一

緒に活動する機会が多いので、職員会議や職員打ち合わせにおいても子どものことについ

て話し合う時間を作っていく。 

また、Ｑ－Ｕ検査活用の理解を図る校外研修に積極的に参加するとともに、自校の結果

を分析し対応を探る校内研修会を開催する。 

 

Ⅶ 学校評価と教員評価 

（１）学校評価 
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①学校評価の目的を踏まえ、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題

を隠さず、その実態把握や対応が促されるよう、以下の項目を参考に、児童生徒や地

域の状況を十分踏まえて目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評

価し、評価結果を踏まえその改善に取り組む。 

・学校におけるいじめへの対処方針や指導計画を明確にしているか。 

・日頃より、いじめの実態把握に努め、児童生徒が発する危険信号等を見逃さないよ

うにして、いじめの早期発見に努めているか。それら各学級の状況を学校組織とし

て共有できているか。 

・基本方針や取組について、保護者や地域と共有し、理解や協力を得ているか。 

・いじめが生じた際に、学校全体で組織的に迅速に対応する体制が整備されているか。 

②いじめの防止等の対策のための組織は、学校基本方針の策定や見直し、各学校で定め

たいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかの点検や、いじめの対処がうまく

いっていないケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、学校のいじめ防止の取

組についてＰＤＣＡサイクルで検証を行うこと。 

（２）教員評価 

①いじめの有無やその多寡を評価するのではなく、日頃からの児童の理解、未然防止や

早期発見、いじめが発生した際の問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な取組

等をしているかどうか評価する。 

②学級の実態に基づく評価結果を踏まえ、その改善に取り組んでいるかどうか評価する 

 

Ⅷ その他 

（１） 基本方針の見直し 

   この基本方針は全職員が理解し活用するものであり、共同歩調で一枚岩となり対応する 

ことで、いじめ防止にあたるものである。実態に即し、確かな方針とするためには、毎年見 

直しを図り、生きた使える方針にしていく。 

（２）いじめ問題対策につながる特徴的・効果的な活動 

   学校で行われる、ボランティア活動、福祉・奉仕活動、キャリア教育、児童会活動等が、 

いじめに留まらず、人間関係づくりやいのちの教育のねらいに基づき適切に実施されるよう 

に実施されることにも留意する。 

（３）関係者との連携 

   ①学校基本方針を検討する段階から、保護者、地域住民、関係機関等の参画を得る。 

   ②保護者、地域住民、関係機関等の関係者との協議を重ねながら、具体的ないじめ防止等

の対策に係る連携を行うよう努める。（ＰＴＡ役員会、京田小の教育を語る会等） 

   ③学校基本方針策定及び改定の際、いじめアンケートに記載された児童の意見を取り入れ

る等、いじめの防止等について児童が主体的かつ積極的に参加できるよう努める。 

   ④学校ホームページへ掲載し、保護者や地域住民が学校基本方針の内容を確認できるよう

にする。 

   ⑤学校基本方針の内容を、入学時・各年度の開始時に学校だよりで紹介するなどして、児

童、保護者、関係機関等に説明する。 

 （４）いじめ防止取り組み指導内容プログラム 
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